
 
 

第１号様式（第６条関係） 

葛飾区感震ブレーカー取付支援事業補助金交付申請書 
 

令和  年  月  日 
葛飾区長宛て 

 
住所                  

申請者 
氏名                  

 
電話                  

 
 飾区感震ブレーカー取付支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり、

感震ブレーカー取付支援事業補助金を申請します。 
 

記 
 

１ 補助金申請金額  金        円 

 

２ 世帯・住宅所有情報等 

（フリガナ） 

世帯主名 

 

 

世帯員数 

（人数を記入

し て く だ さ

い。） 

全    人 

（内訳） 

□ 65 歳以上の者（    人） 

□ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者（    人） 

□ 愛の手帳１度又は２度の交付を受けている者（    人） 

 

３ 添付書類 

 （１）世帯全員が記載された住民票の写し（発行から３か月以内） 

※身体障害者手帳及び愛の手帳をお持ちの方は、認定書類（手帳等）の写しが必要です。 

 （２）感震ブレーカー設置前後の写真 
 （３）感震ブレーカー設置にかかった費用が分かる書類（領収書又は請求書）の写し 
    ※請求書及び領収書は、内訳明細がわかるものであること。 
    ※感震ブレーカーの型番を記載しているものであること。 

世帯全員 
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葛飾区感震ブレーカー取付支援事業補助金交付申請書 
 

令和  年  月  日 
葛飾区長宛て 

 
住所                  

申請者 
氏名                  
 
電話                  

 
 葛飾区感震ブレーカー取付支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり、

感震ブレーカー取付支援事業補助金を申請します。 
 

記 
 

１ 補助金申請金額  金        円 

 

２ 世帯・住宅所有情報等 

（フリガナ） 

世帯主名 

 

 

居住地域 
□ 火災危険度ランク１・２の地域 

□ 火災危険度ランク３以上の地域 

該当条件 

（全ての条件を満たし

ているか確認してくだ

さい。） 

□ 木造の平屋又は２階建て住宅である 

□ 戸建て住宅である 

□ 店舗、会社、事務所、工場等と住宅が合築されている場合は、

住宅部分の床面積が延べ面積の３分の１以上であること。 

３ 添付書類 

 （１）世帯全員が記載された住民票の写し又は世帯主の名前と住所が分かる書類の写し 

例：運転免許証、マイナンバーカード 

 （２）感震ブレーカー設置前後の写真 
 （３）感震ブレーカー設置にかかった費用が分かる書類（領収書又は請求書）の写し 
    ※請求書及び領収書は、内訳明細がわかるものであること。 

    ※感震ブレーカーの型番を記載しているものであること。 

 

【火災危険度ランク３以上の地域】 

▶立石１～４・６～８丁目 ▶東立石２～４丁目   ▶四つ木１～４丁目 ▶東四つ木３・４丁目 

▶宝町１・２丁目     ▶堀切１～８丁目    ▶東堀切１・２丁目 ▶小菅１～３丁目  

▶お花茶屋１～３丁目   ▶青戸１・２・５・６丁目▶亀有２・５丁目  ▶西亀有３・４丁目 

▶新小岩１～４丁目    ▶東新小岩４～８丁目  ▶西新小岩３～５丁目▶奥戸２・３丁目 

▶鎌倉１～４丁目     ▶細田１・４・５丁目  ▶高砂２・３・５・６・８丁目 

▶新宿１・２・５丁目   ▶柴又１～４・６・７丁目▶金町２～５丁目  ▶東金町３～６丁目 

▶水元２・４丁目     ▶東水元１丁目     ▶南水元１・２・４丁目 

▶西水元１～３・６丁目 

火災危険度ランク用 


